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平成26年11月27日 

 

各  位 

 

会社名 日本アセットマーケティング株式会社 

代表者名 代表取締役社長 越塚 孝之 

 （コード：8922、東証マザーズ） 

問合せ先 取締役管理本部部長 進藤 陽介 

電話番号 03－5667－8023（代表） 

 

 

第三者割当により発行される転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の募集に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 11 月 27 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される転換

社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権

のみを「本転換社債型新株予約権」といいます。）及び新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の募

集を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。 

 

１．募集の概要 

（１）新株予約権付社債 

① 払 込 期 日 平成26年12月12日 

② 新株予約権の総数 250個 

③ 
社債及び新株予約権の 

発 行 価 額 

各本社債の発行価額は100,000,000円（額面100円につき金100円） 

本転換社債型新株予約権の発行価額は無償 

④ 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
168,918,918株 

⑤ 資 金 調 達 の 額 25,000,000,000円 

⑥ 転 換 価 額 148円 

⑦ 
募集又は割当方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当により全額を株式会社ドンキホーテホールディングス（以下

「ドンキホーテホールディングス」又は「割当予定先」といいます。）に

割り当てます。 

⑧ そ の 他 

(ⅰ）転換価額及び対象株式数の固定 

本新株予約権付社債は、転換価額固定型であり、価格修正条項付きのいわ

ゆる MSCB や MS ワラントとは異なるものであります。 

(ⅱ）早期償還条項 

当社は、本新株予約権付社債の発行日の翌日以降、本社債の社債権者に対

してあらかじめ書面によりその旨及びその事由、その他必要な事項を通知

したうえ、残存する本社債の全部又は一部を償還することができます。 

(ⅲ）譲渡制限 

本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するもの

とされています。 

(ⅳ）その他 

上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とし

ます。 
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（２）新株予約権 

① 割 当 日 平成26年12月12日 

② 新株予約権の総数 675個 

③ 発 行 価 額 新株予約権１個当たり86,000円（総額58,050,000円） 

④ 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
67,500,000株(本新株予約権1個につき100,000株) 

⑤ 資 金 調 達 の 額 

10,048,050,000円 

(内訳) 本新株予約権発行による調達額：58,050,000円 

本新株予約権行使による調達額：9,990,000,000円 

⑥ 行 使 価 額 148円 

⑦ 
募集又は割当て方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 
第三者割当によりドンキホーテホールディングスに割り当てます。 

⑧ そ の 他 

(ⅰ）行使価額及び対象株式数の固定 

本新株予約権は、行使価額固定型であり、価格修正条項付きのいわゆる 

MSCB や MS ワラントとは異なるものであります。 

(ⅱ）本新株予約権の行使指示及び行使許可 

当社と割当予定先との間で締結する予定の新株予約権割当契約において、

行使可能期間中のいずれかの日において、株式会社東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値が行使価額を上回った場合、当社は、行

使可能期間において、割当予定先に対し、行使すべき本新株予約権の数を

指定したうえで、本新株予約権を行使するべき旨を指示（以下「行使指

示」といいます。）することができ、当社が行使指示を行った場合、割当

予定先は、行使指示が行われた日から10取引日以内に、行使指示に従っ

て、行使指示において指定された数の本新株予約権を行使しなければなら

ない旨が定められる予定です。 

また、同契約において、割当予定先は、その保有する本新株予約権を行使

すること（但し、当社による行使指示に従って本新株予約権を行使する場

合を除きます。）を希望する場合、行使を希望する本新株予約権の数を指

定したうえで、本新株予約権の行使の許可（以下「行使許可」といいま

す。）を申請しなければならず、当社から行使許可を受領した場合、割当

予定先は、行使許可を受領した日から10取引日以内に限り、行使許可に

従って、行使許可において指定された数の範囲内で本新株予約権を行使す

ることができる旨が定められる予定です。 

また、同契約において、割当予定先は、当社による行使指示に従って本新

株予約権を行使する場合、及び、当社の行使許可を得た上で当該行使許可

に従って本新株予約権を行使する場合を除き、本新株予約権を行使するこ

とができない旨が定められる予定です。 

(ⅲ）取得条項 

当社は、本新株予約権の発行後、当社取締役会が本新株予約権を取得する

決議をしたときには、本新株予約権の全部を発行価格によって取得するこ

とができます｡この場合、当社は、当該決議後、本新株予約権の取得日の

2週間前までにあらかじめ書面により本新株予約権者に対して事前通知す

るものとします。 

(ⅳ）譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとされ

ています。 
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(ⅴ）その他 

上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とし

ます。 

 

２．募集の目的及び理由 

【資金調達の目的及び理由】 

当社が事業を展開する不動産業界において、政府・日銀による経済政策を背景に、一部地価の上昇等持

ち直しの動きを見せ、不動産の流動性に関し活性化の兆しが高まっております。 

このような状況のもと、当社では、平成26年3月期より、不動産賃貸事業及び不動産管理事業に経営資源

を集中し、不動産の効率的な活用・管理をすることにより、安定した収益の獲得を図り、当社の収益基盤の

強化を目指すため、事業用収益物件を新規に取得し、収益の増強を推進してまいりました。 

一方で、当社は、平成26年3月期から当期純利益を計上していますが、それ以前は、平成20年8月期（平

成21年3月期より決算期を変更）以来、6期にわたって当期純損失を計上しており、また、平成24年3月期に

は債務超過に陥るなど、厳しい業績・財務状況が継続していました。かかる経緯に加え、当社では、新規収

益物件の取得費用及び開発用地としての不動産の取得費用を、ドンキホーテホールディングスからの借入や

賃料債権流動化により調達してきた結果、平成25年3月期末時点では65.1％であった自己資本比率が、平成

27年3月期第2四半期末時点では、6.7％となっており、当社は、現時点においても、財務基盤を強化する必

要性があると考えております。 

また、当社においては、これまで賃料債権流動化による資金調達を実施していますが、この資金調達手

法は、当社が株式会社ドン・キホーテ（代表取締役 大原孝治 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号）、

株式会社長崎屋（代表取締役 関口憲司 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号）、日本商業施設株式会社

（代表取締役 芳賀剛 東京都江戸川区北葛西四丁目 14 番 1 号）、ドイト株式会社（代表取締役 髙橋光

夫 埼玉県さいたま市中央区円阿弥一丁目 1 番 3 号）等（以下「ドン・キホーテグループ」と総称しま

す。）に対して有している、資金調達日から将来にわたって発生する賃料債権を裏付けとしてレンダー・投

資家から資金調達を受けるものであります。賃料債権流動化に関する契約上、返済期限満了時まで、対象収

益物件から得られる賃料に相当する額は全て債権流動化によって受けた資金調達の元利金返済に充当されま

す。その結果、当社は、現在、主に賃料債権流動化の対象となっていない物件（以下「賃料債権流動化非対

象物件」といいます。）からの賃料収入分をもって販管費等経費関係をまかなっております。賃料債権流動

化に伴う返済期限の満了以降（当該資金調達は現在まで全 3 回あります。返済期限はそれぞれ、平成 32 年

11月、平成33年 4月及び平成33年 8月です。）は、賃料債権流動化の対象となっている物件からの賃料収

入を自由に利用することが可能となりますが、それまでの約7年間においては、当社が賃料債権流動化に係

る資金調達の返済に充当することなく内部に留保することのできる収益は、概ね賃料債権流動化非対象物件

に係る賃料収入に限定され、営業キャッシュ・フローから賃料債権流動化に係る資金調達の元利金返済資金

を控除した後の金額では投資キャッシュ・フローを賄うことができないと見込んでおります。 

具体的には、平成 27 年 3 月期第 2 四半期累計期間における当社の営業活動によるキャッシュ・フローは

5,221 百万円ですが、投資活動によるキャッシュ・フロー△21,372 百万円並びに財務活動によるキャッ

シュ・フロー14,767 百万円により、 終的なキャッシュ・フローである現金及び現金同等物の増減額は△

1,383 百万円となっております。これは、賃料債権の流動化による資金調達 19,384 百万円を新たに行った

ものの、賃料債権流動化による資金調達額の返済による支出3,080百万円及び有形固定資産の取得による支

出 20,434 百万円があったことなどによるものです。また、当社の支出には、不動産取得を目的とするドン

キホーテホールディングスからの借入に伴う利息の支払額（当社のドンキホーテホールディングスからの借

入金利は、財務省から発表される国債金利情報、日本銀行から発表される長期・短期プライムレート、各情

報提供会社（トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社、株式会社 QUICK、株式会社時事通信社、ブルーム

バーグ・ファイナンス・エル・ピー、株式会社野村総合研究所）を通じて発表される全銀協TIBORレート等、

社会的信用性の高い外部機関にて公表されている指標を基にしたドン・キホーテグループ基準金利にて決定

されています。）も含まれており、かかる利息の支払いの影響も極めて大きいものとなっております。 

以上の状況において、当社の成長基盤となる新規収益物件の取得及び開発用地としての不動産の取得を
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通じた収益基盤の強化を着実に推進するために、返済及び金利負担のない資金調達手段を模索する中で、下

記「２.募集の目的及び理由【本件資金調達方法を選択した理由】」及び「６．割当予定先の選定理由等 

（２）割当予定先を選定した理由」に記載の検討過程を経て、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行

による資金調達（以下「本件資金調達」といいます。）を行うことといたしました。本件資金調達により、

収益基盤並びに財務基盤の強化を図ることが、中長期的視点からも株主価値の持続的な拡大を実現すること

に繋がるものと考えております。 

 

【本件資金調達方法を選択した理由】 

当社は、本件資金調達を実施するにあたり、各種資金調達方法について慎重に比較検討を進めてまいり

ました。その結果、ドンキホーテホールディングスを割当先とする第三者割当による転換社債型新株予約権

付社債及び新株予約権の発行を組み合わせた資金調達を行うことが、当社がとりうる資金調達方法の中で

良の選択肢であるとの結論に至りました。 

以下は、本件資金調達方法を選択した具体的な検討内容であります。 

 

当社は、上記のとおり、平成26年 3月期に当期純利益を計上しているものの、それ以前は、平成20年 8

月期（平成 21 年 3 月期より決算期を変更）以来、6 期にわたって当期純損失を計上しており、また、平成

24 年 3 月期には債務超過に陥るなど、厳しい業績・財務状況が継続していました。また、当社の平成 27 年

3 月期第 2 四半期末時点の自己資本比率は、6.7％となっており、かかる自己資本比率は、極めて低水準で

あると言わざるを得ず、当社が、新規収益物件や開発用地の取得に必要な「３．調達する資金の額、使途及

び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載された金額と同じ規模の資金を金融機関から借

り入れることは困難な状況です。 

また、当社は、賃料債権流動化による資金調達のほか、ドンキホーテホールディングスからの借入によ

る資金調達を行っておりますが、負債が増加した結果、財務健全性が低下している状況になっております。

また、平成 27 年 3 月期第 2 四半期累計期間における当社の営業活動によるキャッシュ・フローは 5,221 百

万円ですが、投資活動によるキャッシュ・フロー△21,372 百万円並びに財務活動によるキャッシュ・フ

ロー14,767百万円により、 終的なキャッシュ・フローである現金及び現金同等物の増減額は△1,383百万

円となっており、内部留保が進まず、借入に係る金利負担も看過できない状況となっております。かかる状

況のもとでは、財務体質の強化及び金利負担の削減という観点から、ドンキホーテホールディングスからの

追加の借入も当社にとって 善の資金調達方法ではないと判断致しました。 

また、新規収益物件及び開発用地としての不動産を取得するためには、一定規模の資金が必要となると

いう観点から、公募増資も検討いたしましたが、公募増資の場合、同時に大規模な希薄化が一時に発生する

こととなり、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。 

さらに、当社は、上記の株式希薄化への配慮という観点から、新株予約権無償割当による増資（いわゆ

るライツ・イシュー）も検討いたしました。しかしながら、当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結す

るコミットメント型ライツ・イシューについては、国内で実施された実績が少なく、引受手数料等のコスト

が増大することも予想され、適切な資金調達手段ではないと判断しました。また、そのような元引受契約を

締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューについては、

割当先である既存株主の参加率が不透明であることから、必要十分な額の資金調達額の実現性に欠け、でき

るかどうかが不透明であり、資金調達方法として確実性が十分でないと判断いたしました。 

今回の資金調達の手法である本新株予約権付社債及び本新株予約権については、上記の各手法等と比し

て以下の点で優れていることから、当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行による資金調達を

選択しました。 

 まず、本新株予約権付社債及び本新株予約権による資金調達によって発行時における資金調達の確実性を

確保でき、また、本新株予約権による資金調達によって将来における当社の資金需要を満たすことが可能で

あり、当社の資金需要に合致している点が理由として挙げられます。すなわち、①本新株予約権付社債及び

本新株予約権の発行時に本新株予約権付社債及び本新株予約権の払込金額を確実に調達することが可能であ

り、現在の借入の返済に伴う金利負担の削減、及び平成 28 年 3 月までに見込んでいる新規収益物件又は開
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発用地としての不動産の取得に利用することが可能です。特に、新規収益物件又は開発用地としての不動産

の取得については、発行時において、機動的な取得のために一定規模の資金を確保しておく必要があると考

えております。また、②平成 28 年 4 月以降における新規収益物件又は開発用地としての不動産の取得につ

いては、今後の経済動向や不動産市場の推移のほか、売主との協議の状況や売主の資金需要といった個別事

情を含む様々な要因に左右されます。そのため、当社の事業にとって好ましい新規収益物件又は開発用地を

取得できる機会が生じた場合、機動的に当該物件を取得できるように資金調達の手当てをしておく必要があ

ります。この点、本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る潜在株式数と発行済株式総数の合計が発行可

能株式総数（500,000,000 株）を超えることを考慮し、本新株予約権については、平成 27 年 6 月に開催予

定の定時株主総会で発行可能株式総数を増加させることを前提に、平成 27 年 7 月 1 日を行使可能期間の始

期としましたが、行使指示条項（注１）を設けることで、行使可能期間に株価が行使価額を上回る場合に、

行使指示を行うことにより当社の資金需要に応じて機動的に資金を調達することを可能としました。このよ

うに、本件資金調達の方法は、本新株予約権の行使に係る調達資金をもって将来の資金需要に対応できると

ともに、本新株予約権付社債及び新株予約権の発行による調達資金をもって現時点での資金需要に迅速に対

応することが可能であることから、当社の資金需要に合致しております。 

なお、当社は、収益物件（建物。但し、一部物件については、土地及び建物）の取得資金の確保を目的

として、賃料債権流動化を用いた資金調達を実施したこともありますが、かかる手法を用いるには、レン

ダー・投資家への元利金の 初の支払時期までに、当該収益物件についてドン・キホーテグループからの賃

料による収益が発生する必要があります（賃料債権流動化をするためには、ドン・キホーテグループと同等

以上の高い信用力を持つテナントからの賃料債権が、返済期限満了時まで継続する必要があります。）。そ

のため、賃料債権流動化は、テナント改装工事や既存テナントからドン・キホーテグループへの入替えを必

要とする新規収益物件の取得費用や、用地取得から竣工及び賃料発生までに1年半から3年程度の時間を要

する開発用地の取得費用を調達するためには用いることが困難であり、当社の資金需要が発生するタイミン

グに対応していないと判断いたしました。 

また、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行による資金調達は、発行後においても、当社にとっ

てより有利な資金調達方法を確保できる場合や実際の資金需要が調達額に満たなかった場合に、当該資金調

達方法への切り替えが可能である点で柔軟性があることが理由として挙げられます。すなわち、本新株予約

権付社債及び本新株予約権には、それぞれ早期償還条項及び期限前取得条項が付されており、当社は、本新

株予約権付社債及び本新株予約権の発行後、当社取締役会決議により、本新株予約権付社債権者及び本新株

予約権者に対して所要の通知を行ったうえで、残存する本新株予約権付社債及び本新株予約権を払込金額と

同額で取得することが可能です。これにより、新規収益物件又は開発用地としての不動産の取得に要する金

額が「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期（２）調達する資金の具体的な使途」に記載された金

額に満たない場合や本件資金調達よりも有利な資金調達方法を確保できた場合には、かかる資金調達方法に

切り替えることが可能となります。 

さらに、新株予約権付社債及び新株予約権の発行を組み合わせた本件資金調達は、募集株式の発行等と

異なり希釈化の不利益が既存株主の皆様に一気に生じるものではなく、むしろ、仮に株式へ転換される場合

においても段階的に株式に転換される可能性があり、既存株主の皆様の株式希薄化に配慮した資金調達方法

ということができると考えております。 

また、本新株予約権には、行使許可条項（注２）が付されており、当社が新株予約権の行使を許可した場

合に限り、ドンキホーテホールディングスは新株予約権を行使できます。当社は、ドンキホーテホールディ

ングスによる本新株予約権の行使を許可するか否かについて、コーポレートガバナンス報告書に記載の「支

配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に従い、ドンキホーテホールディ

ングスからの独立性を確保しながら、公平かつ適正な手続（例えば、ドン・キホーテグループの業務執行者

を兼務している者及び割当予定先から派遣されている者を除く取締役及び監査役による審議並びにドン・キ

ホーテグループの業務執行者を兼務している者及び割当予定先から派遣されている者を除く取締役による取

締役会決議等）を経て決定いたします。 

前述の早期償還条項及び期限前取得条項のほか、行使許可条項により、本件資金調達では株式希薄化への

配慮が可能と考えております。 
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後に、本新株予約権付社債については、当初、負債へ計上されるものの、無利息での資金調達のメ

リットを享受しながら、将来的には、本新株予約権付社債が株式へ転換された場合や本新株予約権が行使さ

れた場合において、資本性資金が自己資本の充実に繋がり、財務内容の改善に寄与する点も理由に挙げられ

ます。 

以上のとおり、今回の資金調達の手法である本新株予約権付社債及び本新株予約権については、以上の

点で優れていることから、当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行による資金調達を選択しま

した。 

（注1）行使指示条項 

当社と割当予定先との間で締結する予定の新株予約権割当契約において、行使可能期間中のいずれ

かの日において、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額を上

回った場合、当社は、行使可能期間において、割当予定先に対し、行使すべき本新株予約権の数を

指定したうえで、本新株予約権を行使するべき旨を指示することができ(行使指示ができる回数、数

量及び時期に制限はありません。)、当社が行使指示を行った場合、割当予定先は、行使指示が行わ

れた日から10取引日以内に、行使指示に従って、行使指示において指定された数の本新株予約権を

行使しなければならない旨が定められる予定です。 

（注2）行使許可条項 

当社と割当予定先との間で締結する予定の新株予約権割当契約において、割当予定先は、その保有

する本新株予約権を行使すること（但し、当社による行使指示に従って本新株予約権を行使する場

合を除きます。）を希望する場合、行使を希望する本新株予約権の数を指定したうえで、行使許可

を申請しなければならず、当社から行使許可を受領した場合、割当予定先は、行使許可を受領した

日から10取引日以内に限り、行使許可に従って、行使許可において指定された数の範囲内で本新株

予約権を行使することができる旨が定められる予定です。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円） 

35,048,050,000 49,000,000 34,999,050,000 

 （注）１．払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額（25,000,000,000 円）及び本新株予約権の

払込金額の総額（58,050,000 円）に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額

（9,990,000,000円）を合算した金額であります。 

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３．発行諸費用の概算額のうち、主たるものは、弁護士・第三者委員会・第三者算定機関等への報酬、

東京証券取引所への発行手数料、登記費用、印刷費用等であります。 

４．本新株予約権の行使期間内に本新株予約権の行使が行われない場合には、差引手取概算額は減少

いたします。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

具体的な使途 金額 
（百万円） 支出予定時期 

①借入金の返済 14,500 平成26年12月 

②新規収益物件又は開発用地としての不動産の取得 20,499.05 平成26年12月～平成33年12月 

 （注）１．調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。 

２．資金使途の内容は、以下のとおりです。 

 

①借入金の返済 

 固定資産取得を目的として、現在、ドンキホーテホールディングスから、2 つの金銭消費貸借契
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約に基づき、合計14,500百万円を借り入れております。各契約に基づく具体的な借入の内容は以下

のとおりです。 

 

（ⅰ）借入金額：10,000百万円  

借入日：平成25年12月2日  

返済予定日：平成32年12月2日 

返済方式：期限一括返済 

借入金利：ドン・キホーテグループ基準金利 

 

      （ⅱ）借入金額：4,500百万円 

借入日：平成26年7月31日 

返済予定日：平成29年7月31日 

返済方式：期限一括返済 

借入金利：ドン・キホーテグループ基準金利 

 

なお、上記の（ⅰ）（ⅱ）のドン・キホーテグループ基準金利は、財務省から発表される

国債金利情報、日本銀行から発表される長期・短期プライムレート、各情報提供会社（ト

ムソン・ロイター・マーケッツ株式会社、株式会社 QUICK、株式会社時事通信社、ブルー

ムバーグ・ファイナンス・エル・ピー、株式会社野村総合研究所）を通じて発表される全

銀協TIBOR レート等、社会的信用性の高い外部機関にて公表されている指標を基に決定さ

れており、現状の賃料債権流動化による資金調達に適用された金利を上回っています。 

 

本新株予約権付社債による調達資金をもって、上記の借入金額（合計14,500百万円）を一括で期

限前返済する計画です。 

当社は、上記「２．募集の目的及び理由【資金調達の目的及び理由】」に記載のとおり、これまで

の厳しい業績・財務状況及び賃料債権流動化による資金調達の影響により、極めて限定的な収入で

販管費を含めた経費関係をまかなっており、有利子負債にかかる金利負担（平成26年4月1日から

同年 9 月 30 日までの累計期間においては、200 百万円程度）も影響が極めて大きいものがございま

す。当該借入の返済に伴い、今後、発生する金利負担が削減でき、財務の安定性向上に寄与すると

考えております。 

 

②新規収益物件又は開発用地としての不動産の取得 

 当社の収益基盤強化を着実に推進することを目的として、本件資金調達により、新規収益物件

又は開発用地としての不動産を取得する予定です。現時点では、少なくとも、平成 26 年 12 月～平

成 28 年 3 月までに約 50 億円程度の新規収益物件又は開発用地としての不動産の取得等に伴う支出

を見込んでおり、本新株予約権付社債による調達資金を充当する予定です。 

また、過去の新規収益物件又は開発用地としての不動産の取得等に伴う支出実績による試算等か

ら、上記の期間以降は、平成28年4月～平成33年12月において累計で155億円程度の新規収益物

件又は開発用地としての不動産の取得を見込んでおります（新規収益物件の契約関係の整理や開発

用地取得から建物竣工が終了した後は、原則、それらの物件に関して、ドン･キホーテグループと賃

貸借契約を締結することにより、収益の拡大化をはかります。）。 

もっとも、不動産物件の取得は、今後の経済動向や不動産市場の推移のほか、売主との協議の状

況や売主の資金需要といった個別事情を含む様々な要因に左右されます。そのため、平成28年 4月

以前の期間においても、当社の事業にとって好ましい新規収益物件又は開発用地を取得できる機会

が生じた場合には、機動的に当該物件を取得できるように資金調達の手当てをしておく必要があり

ます。かかる観点から、本新株予約権付社債による調達資金の一部（約55億円）並びに本新株予約

権の発行及び行使による調達資金（約100億円）は、平成28年4月～平成33年12月の期間を目処



8 
 

としつつも、それ以前の期間も含めて、当社の事業にとって好ましい新規収益物件又は開発用地を

取得できる機会が生じた場合における取得費用に充当する予定です。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

当社は、この度調達する資金を借入金の返済資金及び新規収益物件又は開発用地としての不動産の取得

資金とすることは、財務体質の改善を図りつつ収益基盤の強化を着実に推進するものであると考えており

ます。すなわち、本新株予約権付社債の発行により調達した資金の一部を借入金返済に充当することによ

り、金利負担が軽減されます。仮に、今後、本新株予約権付社債の当社普通株式への転換及び本新株予約

権の行使がなされた場合には、当社の財務基盤の強化につながりうると考えております。また、調達資金

を新規収益物件又は開発用地としての不動産の取得資金とすることで、安定した収益の獲得を図り、当社

の収益基盤のさらなる強化を目指すことができます。 

以上のとおり、当社といたしましては、今回の資金調達により、収益基盤の強化も見込め、ひいては当

社の企業価値の向上を通じて既存株主様の利益に資するものであると認識しており、当該資金使途には合

理性があると判断しております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

① 本新株予約権付社債 

当社は、本新株予約権付社債の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本契約に定められた諸

条件を考慮した本新株予約権付社債の価格の評価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサル

ティング（代表取締役社長 野口真人 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号）に依頼しました。当該機関

は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、株価（148円）、配

当率（0％）、権利行使期間（7年間）、無リスク利子率（0.227％）、株価変動性（約102.73％）、当社

の行動（基本的には割当予定先の権利行使を待つが、株価が行使価額の300％まで上昇した場合は、早期

償還条項を行使する）並びに割当予定先の行動及び割当予定先の株式保有動向（株価が転換価額以上の場

合、1日に1個ずつ転換を行う、転換により取得した株式は長期保有する）について前提を置いて、割当予

定先のリターンについては転換時の本源的価値と定義し評価を実施し、本新株予約権付社債１個当たり98

百万円と評価しました。上記評価の結果を基に割当予定先と交渉した結果、本新株予約権付社債の１個当

たりの払込金額を100,000,000円といたしました。 

また、本新株予約権付社債の転換価額については、本新株予約権付社債の発行に係る取締役会決議日の

直前取引日における当社普通株式の普通取引の終値である１株当たり148円（アップ率0％）に決定いたし

ました。なお、本新株予約権付社債の転換価額の当該直前営業日までの１か月間の終値平均138円に対す

るアップ率は7.2％、当該直前営業日までの3か月間の終値平均142円に対するアップ率は4.2％、当該直前

営業日までの６か月間の終値平均156円に対するダウン率は5.1％となっております。 

 

② 本新株予約権 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本契約に定められた諸条件を

考慮した本新株予約権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングに依

頼しました。当該機関は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、

株価（148円）、配当率（0％）、権利行使期間（6年6ヶ月）、無リスク利子率（0.227％）、株価変動性

（約102.73％）、当社の行動（割当日から約2年経過後、株式会社東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値が行使価額を上回った場合、割当予定先に対して行使指示を1日に2個ずつするものとし、

株価が行使価額の300％まで上昇した場合は、取得条項を行使する）並びに割当予定先の行動及び割当予

定先の株式保有動向（発行会社から行使指示を受けた場合可及的速やかに権利行使をする、権利行使によ

り取得した株式は長期保有する）について前提を置いて、割当予定先のリターンについては行使時の本源

的価値と定義し評価を実施し、本新株予約権を1個当たり86,000円と評価しました。上記評価の結果を基

に割当予定先と交渉した結果、本新株予約権の1個当たりの払込金額を86,000円（1株当たり0.86円）とい
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たしました。 

また、本新株予約権の行使価額については、本新株予約権の発行に係る取締役会決議日の直前取引日に

おける当社普通株式の普通取引の終値である1株当たり148円（アップ率0％）に決定いたしました。なお、

本新株予約権の行使価額の当該直前営業日までの1か月間の終値平均138円に対するアップ率は7.2％、当

該直前営業日までの3か月間の終値平均142円に対するアップ率は4.2％、当該直前営業日までの6か月間の

終値平均156円に対するダウン率は5.1％となっております。 

 

本新株予約権付社債の転換価額及び本新株予約権の行使価額の算定方法について、取締役会決議日の直

前取引日終値を参考値として採用いたしましたのは、 近 6 か月間の当社株価の変動が激しかったため、

過去 1 か月平均、3 か月平均、6 か月平均といった過去の特定期間の終値平均株価を用いて行使価額を算

定するのは、必ずしも直近の当社株式の価値を公正に反映していないと考えられ、取締役会決議日の直前

取引日に形成されている株価が、直近の市場価格として、当社の株式価値をより適正に反映していると判

断したためであります。 

 

 当社は、本新株予約権付社債の実質的な対価（額面 100 円当たり 100 円）と株式会社プルータス・コン

サルティングの算定した公正価値を比較したうえで、本新株予約権付社債の実質的な対価が公正価値を下

回る水準ではなく、本新株予約権付社債の発行価額は割当予定先に特に有利でないと判断しております。

また、本新株予約権の発行価額は、株式会社プルータス・コンサルティングの算定した公正価値を下回る

水準ではなく、割当予定先に特に有利な金額には該当しないと判断しております。 

なお、当社監査役全員も、株式会社プルータス・コンサルティングは、本件資金調達に係る公正価値評

価の業務委託契約を除き、当社と取引関係になく、当社経営陣から一定程度独立していると認められるこ

と、株式会社プルータス・コンサルティングは割当予定先から独立した立場で評価を行っていること、株

式会社プルータス・コンサルティングによる本新株予約権付社債及び本新株予約権の価格の評価について

は、その算定過程及び前提条件等に関して株式会社プルータス・コンサルティングから説明又は提出を受

けたデータ・資料に照らし、当該評価は合理的なものであると判断できることに加え、本新株予約権付社

債及び本新株予約権の払込金額は株式会社プルータス・コンサルティングによって算出された公正価値を

下回る水準ではないことから、割当予定先に特に有利でないと判断しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

第三者割当により発行される本新株予約権付社債の転換による発行株式数は168,918,918 株であり、平

成26年 9月 30日現在の当社発行済株式総数276,432,400株に対し61.11％（平成26年 9月 30日現在の

当社議決権個数 2,764,299 個に対しては 61.11％）、本新株予約権の行使による発行株式数は 67,500,000

株であり、発行済株式総数に対し 24.42％（議決権個数に対しては 24.42％）であり、本資金調達による

希薄化の割合の合計は発行済株式総数に対し 85.53％（議決権個数に対しては 85.53％）であり、これに

より既存株主様におきましては、株式持分及び議決権比率が低下いたします。 

しかしながら、前述のとおり、当社は、平成 26 年 3 月期より、不動産賃貸事業及び不動産管理事業に

経営資源を集中し、不動産の効率的な活用・管理をすることにより、安定した収益の獲得を図り、当社

の収益基盤の強化を目指すため、事業用収益物件を新規に取得し、収益の増強を推進しているものの、

新規収益物件の取得費用及び開発用地としての不動産の取得費用をドンキホーテホールディングスから

の借入や賃料債権流動化を用いた資金調達を行ってきた結果、平成 25 年 3 月期末時点では 65.1％であっ

た自己資本比率は、平成 27 年 3 月期第 2 四半期末時点で 6.7％と低下しております。このような中、自

己資本の増加を図ることにより財務体質を強化しつつ、さらなる収益基盤の強化のために不可欠となる

新規収益物件の取得及び開発用地としての不動産の取得を行うためには、当該規模の資金調達は必要で

あると考えております。 

また、前述のとおり、本新株予約権は一定の条件下で当社からの行使指示が可能となるため機動的な資

金調達が期待でき、また、取得条項に基づき一定条件を満たせば残存する本新株予約権の全部を当社が

取得することも可能であることから、株式の急激な希薄化を抑制することが可能であり、当社の株価が
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上昇し、より有利な条件での資金調達手段が見つかるなどした場合は、その時点で残存する本新株予約

権を取得することが可能な柔軟な設計となっています。加えて、本新株予約権付社債には繰上償還条項

が付されており、平成 26 年 12 月 13 日以降、本社債の金額額面 100 円につき金 100 円の割合で、繰上償

還日まで(当日を含む。)の未払残高の支払いとともに、繰上償還することが可能となっています。 

なお、本新株予約権付社債の転換価額及び本新株予約権の行使価額は固定されており、１株当たり 148

円であります。これは平成 26 年 3 月期の 1 株当たり純資産 13.48 円を上回っております。よって、当社

普通株式の市場株価が行使価額及び転換価額を上回って推移するよう経営努力を先行させ、本新株予約

権の行使及び本新株予約権付社債の転換を促進することで自己資本が増強され、1 株当たり純資産の改善

を図ることが可能であると考えております。 

また、当社の過去 3 期の 1 株当たり当期純利益金額（当期純損失金額）は、平成 24 年 3 月期は 12.44

円、平成 25 年 3 月期は 1.94 円のマイナスにとどまっていたものの、平成 26 年 3 月期は 6.82 円のプラ

スに転じました。当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権により調達した資金を不動産関連事業

に厳選して投下し当社の経営の安定化を図ることにより、 終損益の黒字を継続し、1 株当たり当期純利

益のさらなる増加を図ることが可能であると考えております。 

以上の理由により、当社といたしましては、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行は、企業価値、

株主価値の向上に寄与するものと見込まれ、既存株主様の利益にも資するものと判断しており、今回の

発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると考えております。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 株式会社ドンキホーテホールディングス 

（２） 所 在 地 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長兼COO 大原 孝治 

（４） 事 業 内 容 
グループ会社株式保有によるグループ経営企画・管理、子会社の管理 

業務受託、不動産管理等 

（５） 資 本 金 21,531百万円（平成26年9月30日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 昭和55年9月5日 

（７） 発 行 済 株 式 数 78,507,080株（平成26年9月30日現在） 

（８） 決 算 期 毎年6月 

（９） 従 業 員 数 （連結）5,282名（平成26年6月30日現在） 

（10） 主 要 取 引 先 純粋持株会社につき、当該事項はありません。 

（11） 主 要 取 引 銀 行 りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 

（12） 大株主及び持株比率 

ラ マンチャ 11.48％ 

安田 隆夫 9.88％ 

株式会社安隆商事 5.28％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.45％ 

ザ チェース マンハッタン バンク385036 4.00％ 

（13） 当事会社間の関係  

 
資 本 関 係 

割当予定先の100％子会社である株式会社エルエヌが、当社株式

136,000,000株（議決権所有割合49.19％）を所有しております。 

 人 的 関 係 割当予定先より、取締役3名、監査役2名の派遣を受けております。 

 

取 引 関 係 

当社と、割当予定先及び割当予定先の100％子会社である株式会社エルエ

ヌは、資本業務提携契約を締結しており、①当社による、ドン・キホーテ

グループに対する、ドン・キホーテグループの所有不動産の効率的運用の

ための助言及び知見・ノウハウの提供、並びに②割当予定先の知名度を活

用した、当社のサービスの利用者及び認知度の拡大のための各種施策につ

いて、業務提携を行うことを合意しております。 
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また、割当予定先から、固定資産（土地）の賃借及び金銭消費貸借契約に

よる資金の借入を行っております。 

 関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 
当社は割当予定先の連結子会社に該当します。 

（14） 近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成24年6月期 平成25年6月期 平成26年6月期 

 連 結 純 資 産 145,735 170,178 193,164

 連 結 総 資 産 362,651 386,622 432,135

 １株当たり連結純資産(円) 1,856.45 2,136.38 2,389.82

 連 結 売 上 高 540,255 568,377 612,424

 連 結 営 業 利 益 29,320 32,369 34,292

 連 結 経 常 利 益 29,283 33,201 35,487

 連 結 当 期 純 利 益 19,845 21,141 21,471

 １株当たり連結当期純利益(円) 257.47 273.47 274.68

 １ 株 当 た り 配 当 金 ( 円 ) 31.00 33.00 36.00

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

なお、当社は、ドンキホーテホールディングスが東京証券取引所市場第一部に上場していること、また、

同社が平成26年10月9日付で株式会社東京証券取引所に提出した「コーポレートガバナンス報告書」の

「Ⅳ内部統制システム等に関する事項２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状

況」における「ドン・キホーテグループは、以下のとおり、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え

方を定め、社内体制を整備しております。１．ドン・キホーテグループは、反社会的勢力の不当要求等

に応じず、また、取引先がこれらと関わる個人、企業及び団体等であることが判明した場合には取引を

解消します。２．反社会的勢力からの不当要求等に毅然とした態度で対応するため、不当要求防止責任

部署を「危機管理部」とし、社内教育研修や事案の対処を行います。３．「危機管理部」は、警察当局

や弁護士等の外部専門機関と連携のもと、情報の収集を行います。また、社内に不当要求防止責任者を

設置し、社内ネットワークの整備、事案発生時に迅速に対処できる社内体制を構築しております。」と

の記載内容を確認することにより、ドンキホーテホールディングス、同社の役員又は主要株主（主な出

資者）が反社会的勢力とは一切関係していないと判断しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

 当社は、不動産賃貸事業及び不動産管理事業に経営資源を集中し、不動産の効率的な活用・管理をしてお

ります。平成 26 年 3 月期の当社の売上高に占めるドン・キホーテグループに対する売上高の割合は、

94.26％となっております。当社は、ドンキホーテホールディングスの連結子会社であり、また、当社は、

平成 25 年 3 月 1 日付でドンキホーテホールディングス及び株式会社エルエヌ（代表取締役 吉田直樹 東

京都目黒区青葉台二丁目19番10号）との間で業務提携契約を締結しており、ドン・キホーテグループとの

間で今後も円滑な取引関係が継続するものと考えております。 

かかる状況のもとでは、当社が調達資金を用いて新規収益物件又は開発用地としての不動産を取得し、

当社が保有する不動産をドン・キホーテグループに賃貸することにより、ドン・キホーテグループにおいて

は、成長エンジンとなる新規店舗の出店が拡大するとともに、当社においても、ドン・キホーテグループ向

けの不動産賃貸及び管理に係る売上・収益がさらに拡大することが期待されます。 

当社は、当社の事業とドン・キホーテグループの事業との上記の関連性や資金調達の確実性を考慮した

場合、公募増資や株主割当増資においては当社が必要とする資金を確実に調達できる保証がなく、他方、ド

ンキホーテホールディングスを割当先とする第三者割当を通じて同社との関係をより一層強化することが、

当社の企業価値向上という観点から、より適切であるとの結論に至りました。もっとも、株式の第三者割当

を実施した場合には、株式の希薄化が一時に発生することを考慮し、株式ではなく本新株予約権付社債及び

本新株予約権の第三者割当からなる本件資金調達を中心に検討しておりました。 
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そのような中、本件資金調達にかかる交渉を親会社であるドンキホーテホールディングスと行ったとこ

ろ、当社の考えに了解を得られ、既存株主様の希薄化に配慮した形での本件資金調達を実施することに至り

ました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

本新株予約権付社債及び本新株予約権の譲渡については当社の取締役会の承認を要するものとされてお

り、当社は、割当予定先が本日現在において本新株予約権付社債及び本新株予約権を譲渡する意向を有して

いないことについて、割当予定先に口頭により確認するとともに、割当予定先との間で締結する本新株予約

権付社債及び本新株予約権の割当契約において規定する予定です。 

なお、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権付社債の転換方針については、市場動向を勘案しな

がら適宜判断していく意向を、本新株予約権の行使方針については、当社の資金需要に合わせ、市場動向を

勘案しながら適宜判断していく意向を割当予定先が有していることを口頭により確認しております。 

また、当社は、割当予定先が当社の安定株主として本新株予約権付社債の転換又は本新株予約権の行使

により取得する当社株式を長期保有する方針であることについて、割当予定先に口頭により確認するととも

に、上記の割当契約において規定する予定です。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

 当社はドンキホーテホールディングスが関東財務局長に提出した直近の有価証券報告書（第 34 期）及び四

半期報告書（第 35 期第 1 四半期報告書）に記載された連結の売上高、総資産、純資産、現金及び預金等の規

模（有価証券報告書：売上高612,424百万円・総資産432,135百万円・純資産193,164百万円・現金及び預金

42,690 百万円、四半期報告書：売上高 163,861 百万円・総資産 433,905 百万円・純資産 197,835 百万円・現

金及び預金 31,115 百万円）を確認し、本件資金調達に係る払込金額の払込みに支障はないものと判断してお

ります。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成26年9月30日現在） 募 集 後 

株式会社エルエヌ 49.19％ 株式会社ドンキホーテホールディングス 46.09％

ザ バンク オブ ニューヨーク ノント

リーティー ジヤスデツク アカウント 

（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀

行） 

7.47％ 株式会社エルエヌ 26.51％

CBHK－GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG 

KONG) LIMITED－CLIENT ACCOUNT 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社） 

3.28％ ザ バンク オブ ニューヨーク ノン

トリーティー ジヤスデツク アカウン

ト 

（常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀

行） 

4.03％

CBHK－PHILLIP SEC(HK) LTD－CLIENT 

MASTER 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社） 

1.95％ CBHK－GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG 

KONG) LIMITED－CLIENT ACCOUNT 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社） 

1.77％

ステート ストリート バンク アンド 

トラスト カンパニー 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

1.37％ CBHK－PHILLIP SEC(HK) LTD－CLIENT 

MASTER 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会

社） 

1.05％

OKASAN INTERNATIONAL(ASIA) LIMITED 

A/C CLIENT 

（常任代理人 岡三証券株式会社） 

1.32％ ステート ストリート バンク アンド 

トラスト カンパニー 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

0.74％
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小手川 隆 1.04％ OKASAN INTERNATIONAL(ASIA) LIMITED 

A/C CLIENT 

（常任代理人 岡三証券株式会社） 

0.71％

深江 今朝夫 0.84％ 小手川 隆 0.56％

藤見 幸雄 0.82％ 深江 今朝夫 0.45％

塩野 芳嗣 0.58％ 藤見 幸雄 0.44％

（注１）「募集後」の持株比率は、平成26 年9月30 日現在の各株主の保有する株式数に、本新株予約権付社

債及び本新株予約権に係る潜在株式数を加味して算出しております。 

（注２）上記の表における持株比率は、小数点以下第三位を切り捨てして算出しております。 

（注３）当社の支配株主は、ドンキホーテホールディングス及び同連結子会社である株式会社エルエヌであり

ます。募集後におけるドンキホーテホールディングス及び株式会社エルエヌの持株比率（本新株予約

権付社債及び本新株予約権に係る潜在株式を含みます。）は、合算で72.61％となります。 

    当社は支配株主との取引を行う場合、上場会社として一定の独立性を確保し、親会社及び親会社の企

業グループとの取引を行う際も、第三者取引と同様に、取引内容及び条件は公平かつ適正な手続きを

経て決定する方針を平成 26 年 7 月 7 日に開示したコーポレートガバナンス報告書「支配株主との取

引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」にて、示しております。 

    具体的には、支配株主との取引においては、公正性を期すため、独立した第三者算定機関等による意

見の取得が可能なものについては当該意見を取得し、ドン・キホーテグループの業務執行者を兼務し

ている者及び割当予定先から派遣されている者を除く取締役及び監査役による審議並びにドン・キ

ホーテグループの業務執行者を兼務している者及び割当予定先から派遣されている者を除く取締役に

よる決議を行い、その後、さらに、会社法第369条の規定に基づく定足数を確実に満たすという観点

から、当該議案について全取締役及び全監査役による審議並びに全取締役による決議を行います。 

また、当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな

い者から意見を聴取致します。以上のように上記指針に沿った対応を行うことで、上場会社としての

当社の独立性に問題は生じないものと考えております。 

なお、当社の役員がドン・キホーテグループの役職員を兼務しておりますが、その内容は以下のとお

りであります。 

 

役員の兼務状況 

（平成26年9月30日現在） 

当社における 

役職 
氏名 ドン・キホーテグループでの役職 

代表取締役社長 越塚 孝之 
日本商業施設株式会社 取締役 

株式会社リアリット 取締役 

取締役 安本 龍司 
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 

契約管理部部長 

取締役 進藤 陽介 － 

取締役 馬渕 亜紀子 株式会社リアリット 監査役 

常勤監査役 鹿谷 豊一 
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 

主計部課長 

監査役 勝瀬 崇 
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 

総務部部長代理兼労務管理部部長代理 

監査役 金子 淳 － 

 

８．今後の見通し 

今回の第三者割当の方法による本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行の発行が当社の業績に与える
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影響については、今後精査していく予定ですが、当社は、今回の第三者割当の方法による本新株予約権付社

債及び本新株予約権の発行により、財務体質の改善を図りつつ収益基盤の強化を着実に推進するものである

と考えております。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の行使により新たに発行される株式数は

168,918,918 株であり、また、本新株予約権の行使により新たに発行される株式数は 67,500,000 株であり、

本新株予約権付社債及び本新株予約権に係る潜在株式数は合計236,418,918 株であります。このため、既存

の普通株式の議決権については、約 85.53％（本新株予約権付社債により約 61.11％、本新株予約権により

約 24.42％）の希薄化が生じることになり、25％以上の希薄化が生じます。したがって、東京証券取引所の

定める上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きのいずれかの手続

きを要します。 

そこで、当社は、本件資金調達は、株式の発行と異なり、直ちに株式の希薄化をもたらすものではないこ

と、また、現在の当社の財務状況に鑑みると、迅速に本件資金調達を実施する必要があることなどから、株

主総会を開催するのではなく、経営者から一定程度独立した者として、後藤高志弁護士（潮見坂綜合法律事

務所）、熊谷均公認会計士・税理士（トラスティーズ FAS 株式会社）及び当社の社外取締役・独立役員であ

る馬渕亜紀子弁護士（阪本・馬渕法律事務所）による第三者委員会を組成し、本件資金調達を実施すること

の必要性及び相当性、並びに、少数株主にとって不利益ではないことについて意見を聴取しました。結果、

平成26年11月26日付で概要以下の意見を受けております。 

 

（意見の概要） 

1. ①当社の事業内容等（建設済みの収益物件を取得し、また、開発用地を取得して物件を建設し、こ

れらの物件を賃貸することで賃料収入を得ることを主たる事業としており、投資活動に充てる現預

金の内部留保額が極めて重要であること）、②財務状態の現状及び見通し（投資活動に充てる現預金

の内部留保額がマイナスとなる状況が継続する見込みであること）、③喫緊の経営課題（経済動向や

不動産市場の推移、売主との協議・売主の資金需要に応じて適時に物件を取得し、かつ、物件の取

得及び建築の過程において段階的に資金需要が発生するという資金需要の特性に対応するため、一

定の手許現金を留保しつつ、資金需要に応じて機動的に資金調達を実施すること、内部留保額の減

少要因の一つである固定費用（ドンキホーテホールディングスからの借入金に係る利息）を削減す

ること、自己資本比率を向上させて負債性の資金調達余力を増強させること）、④本件の資金使途

（借入金の返済及び物件の取得・開発資金）、⑤本件第三者割当（ドンキホーテホールディングスを

割当先とする第三者割当による本新株予約権及び本新株予約権付社債の発行をいう。）の実行効果

（現預金残高がマイナスとなることを避けられるほか、新株予約権が行使されることにより自己資

本比率が向上し、負債性の資金調達余力を増強させることが可能となること）、⑥不公正発行となる

事情の不存在等（本件第三者割当の主要な目的が既存の株主の持株比率を低下させ現経営者の支配

権を維持する点にあるといった事情がないこと等）からすれば、本件第三者割当を実施する必要性

が認められ、その実施により当社の企業価値向上に資するものであり、かつ、既存の株主の持株比

率を低下させ現経営者の支配権を維持する目的はないから、本件第三者割当の目的は正当である。 

2. 資金使途に見合った調達金額、調達方法、割当予定先の資本面及び事業面の両面における当社との

緊密性等、発行価額、転換価額及び行使価額に相当性が認められること、繰上償還条項、取得条項

及び行使許可条項等により希薄化防止への配慮がなされていること、発行条件について割当予定先

との間で相互に別個の法律事務所からの助言を受けつつ行われた交渉を経て合意されたことからす

れば、本件第三者割当の諸条件の公正性が確保されている。 

3. 本件第三者割当の意思決定の透明性・合理性を裏付ける要素となり得る手続が履践されていること

（①当社の経営者から独立し、かつ、支配株主であるドンキホーテホールディングスとの間に利害

関係を有しない者によって構成される第三者委員会を設置し（設置後に委員の変更はない。）、当該

委員会は、本件第三者割当について調査・検討を実施した上で答申書を提出している点、②当社及
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びドンキホーテホールディングスから独立した第三者機関である株式会社プルータス・コンサル

ティングより評価報告書を取得している点、③割当予定先との間で、相互に別個の法律事務所から

の助言を受けつつ、本件第三者割当の発行条件について交渉を行った点、④利害関係を有する役員

の決議からの排除及び利害関係を有する役員以外の役員全員の賛同等）からすれば、本件第三者割

当は、公正な手続（交渉・意思決定過程を含む。）によっており、株主の利益への十分な配慮がなさ

れている。 

4. 以上の点を踏まえると、本件第三者割当が当社の少数株主にとって不利益なものであるとは言えな

いものと思料する。 

5. (i)上記の当社の事業内容等、上記の財務状態の現状及び見通し、上記の喫緊の経営課題、上記の本

件の資金使途、上記の本件第三者割当の実行効果、上記の不公正発行となる事情の不存在等からす

れば、本件第三者割当には必要性が認められ、(ii)資金使途に見合った調達金額、調達方法、割当

予定先の資本面及び事業面の両面における当社との緊密性等、発行価額、転換価額及び行使価額に

相当性が認められること、繰上償還条項、取得条項及び行使許可条項等により希薄化防止への配慮

がなされていること、発行条件について割当予定先との間で相互に別個の法律事務所からの助言を

受けつつ行われた交渉を経て合意されたことからすれば、本件第三者割当の発行条件は前記の必要

性を実現するために相当な範囲に留まるものであると評価しうるから、本件第三者割当には相当性

が認められるものと思料する。 

 

10．支配株主との取引等に関する事項 

（１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況 

本取引は、支配株主との取引等に該当します。平成 26 年 7 月 7 日に開示したコーポレートガバナンス

報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」は以下

のとおりです。 

「当社の支配株主は、株式会社ドンキホーテホールディングス及び同連結子会社である株式会社エルエ

ヌであります。当社は、上場会社として一定の独立性を確保し、親会社及び親会社の企業グループとの取

引を行う際も、第三者取引と同様に、取引内容及び条件は公平かつ適正な手続きを経て決定しております。

そのため経営に関する意思決定等が親会社との間で恣意的に行われることなく、支配株主を利する取引、

当社ひいては少数株主に不利益な取引はないと考えております。」 

当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行を決定するにあたり、下記「（２）公正性を担保

するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項」及び「（３）当該取引等が少数株主に

とって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要」に記

載の措置を講じていることなどから、本件資金調達の決定は上記の指針に適合しているものと判断してお

ります。 

 

（２）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項 

本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行価額の算定に際しては、公正性を期すため、独立した第

三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティングより評価報告書を取得し、「５．発行条件

等の合理性（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容」に記載のとおり、割当予定先にとって特に

有利な条件に該当しないと判断をしております。 

また、代表取締役社長越塚孝之、取締役安本龍司及び取締役進藤陽介並びに監査役勝瀬崇及び監査役

鹿谷豊一は、ドン・キホーテグループの業務執行者を兼務し、又は割当予定先から派遣されているため、

利益相反を可及的に回避する観点から、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する議案の審

議及び決議について、まずは、代表取締役社長越塚孝之、取締役安本龍司及び取締役進藤陽介並びに監

査役勝瀬崇及び監査役鹿谷豊一を除く取締役及び監査役による審議並びに代表取締役社長越塚孝之、取

締役安本龍司及び取締役進藤陽介を除く取締役による決議を行い、これに参加した取締役の全員一致の

賛成により当該議案の取締役会決議を行いました。 

 その後、さらに、会社法第 369 条の規定に基づく定足数を確実に満たすという観点から、当該議案に

ついて全取締役及び全監査役による審議並びに代表取締役社長越塚孝之、取締役安本龍司及び取締役進
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藤陽介を含む全取締役による決議を行い、これに参加した取締役の全員一致の賛成により当該議案の取

締役会決議を行いました。 

 

（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない者か

ら入手した意見の概要 

「９．企業行動規範上の手続きに関する事項」にも記載したとおり、当社は、支配株主と利害関係のな

い経営者から一定程度独立した者として、後藤高志弁護士、熊谷均公認会計士・税理士及び当社の社外

取締役・独立役員である馬渕亜紀子弁護士による第三者委員会を組成し、本件資金調達を実施すること

の必要性及び相当性、並びに、少数株主にとって不利益ではないことについて意見を聴取しました。当

該意見の概要は、上記「９．企業行動規範上の手続きに関する事項」に記載のとおりです。 

 

11． 近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１） 近３年間の業績（連結） 

 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 

連 結 売 上 高 83百万円 131百万円 3,378百万円

連 結 営 業 利 益 △545百万円 △385百万円 1,105百万円

連 結 経 常 利 益 △595百万円 △427百万円 803百万円

連 結 当 期 純 利 益 △802百万円 △205百万円 1,833百万円

１株当たり連結当期純利益 △12.44円 △1.94円 6.82円

１ 株 当 た り 配 当 金 -円 -円 -円

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 △1.92円 1.39円 13.48円

(注)当社は、平成 25 年 11 月１日付で普通株式１株につき 100 株の株式分割を行なっております。平成 24 年

3 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり連結当期純利益」及び「１株当たり連結純

資産」を算定しております。 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成26年11月27日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 276,432,400株 100％

現時点の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ －

下限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ －

上限値の転換価額（行使価額）

に お け る 潜 在 株 式 数 
－ －

 

（３） 近の株価の状況 

① 近３年間の状況 

 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 

始  値 2,301円 2,098円 7,920円

高  値 3,690円 11,000円
18,770円

※171円

安  値 1,203円 740円
3,800円

※76円

終  値 2,099円 8,750円 ※96円

(注) ※印は株式分割(平成 25 年 11 月１日、１株→100 株)による権利落後の高値・安値・終値を示しており

ます。 
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② 近６か月間の状況 

 5月 6月 7月 8月 9月 10月 

始  値 111円 132円 198円 159円 152円 148円

高  値 143円 281円 200円 187円 173円 156円

安  値 107円 131円 148円 150円 146円 118円

終  値 132円 198円 160円 154円 147円 142円

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成26年11月26日 

始  値 139円

高  値 148円

安  値 139円

終  値 148円

 

（４） 近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

・第三者割当の方法による新株式発行 

発 行 期 日 平成23年8月29日 

調 達 資 金 の 額 69,997,840円（差引手取概算額：66,397,840円） 

発 行 価 額 1,870円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
542,738株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
88,767株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
631,505株 

割 当 先 

本岡一也  26,737株 

塩野芳嗣  16,042株 

神月聖子  16,042株 

本岡邦治  10,695株 

北山雅章  10,695株 

細井嘉和   8,556株 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
人件費等販売管理費 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成23年8月～平成23年9月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

差引手取金概算額に相当する額については、上記資金使途に記載のとおり支出し

ております。 

 

・第三者割当の方法による新株予約権発行 

発 行 期 日 平成23年8月29日 

資 金 調 達 の 額 
228,120,000円（発行価額と行使価額の合計額） 

（差引手取概算額：212,620,000円） 

募 集 時 に よ る 

発 行 済 株 式 数 
542,738株 
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割 当 先 ドリーム5号投資事業有限責任組合 50個 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
潜在株式数：100,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済株式数：30,000株 

（平成24年10月18日にて残存する新株予約権70,000株全てを取得消却。） 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

人件費等販売管理費 

事業収益拡大のためのシステム開発資金 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成24年1月～平成24年3月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

行使された差引手取金概算額に相当する額については、上記資金使途に記載のと

おり支出しております。 

 

・第三者割当の方法による新株予約権付社債発行 

払 込 期 日 平成23年8月29日 

調 達 資 金 の 額 
100,000,000円（発行価額と行使価額の合計額） 

（差引手取概算額：91,500,000円） 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
542,738株 

割 当 先 ドリーム5号投資事業有限責任組合 20個 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
潜在株式数：53,475株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 
行使済株式数：53,475株（残高0個） 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

人件費等販売管理費 

事業収益拡大のためのシステム開発資金 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 

人件費等販売管理費  平成23年10月～平成23年12月 

事業収益拡大のためのシステム開発  平成23年11月～平成23年12月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

差引手取金概算額に相当する額については、上記資金使途に記載のとおり支出し

ております。 

 

・第三者割当の方法による新株式発行 

発 行 期 日 平成23年12月30日 

調 達 資 金 の 額 0円（差引手取概算額： 0円） 

発 行 価 額 2,510円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
694,980株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
99,601株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
794,581株 

割 当 先 合同会社トリコロール２ 99,601株 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
該当事項なし 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
該当事項なし 
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現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
該当事項なし 

 

・第三者割当の方法による新株式発行 

発 行 期 日 平成24年9月24日 

調 達 資 金 の 額 100,000,000円（差引手取概算額： 93,500,000円） 

発 行 価 額 790円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
814,578株 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
379,746株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
1,194,324株 

割 当 先 合同会社トリコロール２ 379,746株 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

人件費等販売管理費 

事業収益拡大のためのシステム開発資金 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成24年9月～平成24年12月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

差引手取金概算額に相当する額については、上記資金使途に記載のとおり支出し

ております。 

 

・第三者割当の方法による新株予約権発行 

発 行 期 日 平成24年9月24日 

調 達 資 金 の 額 
302,642,640円（発行価額と行使価額の合計額） 

（差引手取概算額：293,642,640円） 

募 集 時 に よ る 

発 行 済 株 式 数 
814,578株 

割 当 先 合同会社トリコロール２ 342個 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
潜在株式数：342,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済株式数：270,000株 

（平成25年2月8日にて残存する新株予約権72,000株全てが放棄により消滅。） 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

新サービス提供のためのシステム開発費用 

安定的なシステム運用のための保守費用 

人件費等販売管理費 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成25年1月～平成25年9月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

行使された差引手取金概算額に相当する額については、上記資金使途に記載のと

おり支出しております。 

 

・第三者割当の方法による新株式発行 

発 行 期 日 平成25年4月22日 

調 達 資 金 の 額 1,690,000,000円（差引手取概算額：1,664,000,000円） 

発 行 価 額 1,300円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
1,464,324株 
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当 該 募 集 に よ る 

発 行 株 式 数 
1,300,000株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
2,764,324株 

割 当 先 株式会社エルエヌ 1,300,000株 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

営業基盤拡充費 

販売促進及び広告宣伝費 

人件費等販管費管理費 

不動産関連事業の準備費用 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成25年4月～平成27年3月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

差引手取金概算額に相当する額については、上記資金使途に記載のとおり支出し

ております。 

 

以 上 
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（別紙） 

日本アセットマーケティング株式会社 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債 

発行要項 

 

1. 社債の名称 日本アセットマーケティング株式会社第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債

（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分のみを｢本社債｣、新株

予約権部分のみを｢本新株予約権｣という） 

2. 社債の総額 金 25,000,000,000 円 

3. 各社債の金額 金 100,000,000 円 

4. 新株予約権付社債

券 
本新株予約権付社債については、本新株予約権付社債券を発行しない。なお、本

新株予約権付社債は､会社法第 254 条第 2 項本文及び第 3 項本文の定めにより本

社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない｡ 

5. 社債の利率 本社債には利息を付さない。 
但し、当社が本社債に関する債務を履行しなかった場合、支払うべき金額に対し

年 14.6％（年 365 日の日割り計算）の割合にあたる損害金を支払う。 

6. 社債の償還金額 額面 100 円につき金 100 円 

7. 社債の償還の方法

及び期限 
(1) 本社債は、平成 33 年 12 月 14 日（以下「償還期限」という）に、第 6 項に

定める割合でその総額を償還する。 
(2) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が消滅会社となる合併、当社が

他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転（以下「組織再編行為」

という）につき当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役

会）で承認決議をした場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直前時に

おいて、残存する本社債の全部（一部は不可）を第 6 項に定める割合をもっ

て繰上償還できるものとする。この場合、当社は、本新株予約権付社債の社

債権者（以下「本社債権者」という）に対して、償還日に先立つ 1 か月以上

前に償還に必要な事項につき事前通知するものとする。 
(3) 本社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、当社が吸収分割又は新設分割

（吸収分割承継会社又は新設分割設立会社が、本新株予約権付社債に基づく

義務を引き受け、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する

場合に限る）につき当社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取

締役会）で承認決議をした場合、その選択により、当社に対して、当該吸収

分割又は新設分割の効力発生日の 2 週間前まで（当日を含む）に事前通知を

行うことにより、当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の直前時におい

て、その保有する本社債の全部又は一部を第 6 項に定める割合をもって繰上

償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 
(4) 当社は、本社債の発行日の翌日以降、本社債権者に対してあらかじめ書面に

よりその旨及びその事由、その他必要な事項を 20 営業日前までに通知した

うえ、残存する本社債の全部又は一部を第 6 項に定める割合をもって、繰上

償還をすることができる。 
(5) 償還期限が銀行の休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上

げる。 

8. 買入消却 (1) 当社は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をい

かなる価格でも買入れることができる。 
(2) 当社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選

択により、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、か

かる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。 
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9. 期限の利益の喪失 当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。 
① 当社が第 7 項の規定に違背したとき。 
② 当社が、第 10 項に定める規定に違背し、本新株予約権付社債の社債権

者から是正を求める通知を受領した後 30 日以内にその履行又は補正を

しないとき。 
③ 当社が本社債以外の第三者に対する社債又は借入金債務について期限の

利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることができな

いとき、又は本社債以外の第三者に対する債務に対して当社が行った保

証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をするこ

とができないとき。 
④ 当社又は当社の取締役が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会

社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類似する法的手続開

始の申立をし、若しくは第三者から申し立てられたとき、又は当社の取

締役会において解散（合併の場合を除く）の議案を株主総会に提出する

旨の決議を行ったとき。 
⑤ 当社がその所有物件に対して強制執行、仮差押、仮処分又は滞納処分を

受けたとき。 
⑥ 当社が支払の停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

10. 担保提供制限 (1) 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社

債発行後、当社が国内で発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権

を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基

づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債と

は、会社法第 2 条第 22 号に定義される新株予約権付社債であって、それに

係る社債を新株予約権の行使に際して出資の目的とするものをいう。 
(2) 前(1)号に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本社債を担保

するのに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その他

担保権の設定に必要な手続きを速やかに完了の上、担保付社債信託法第 41
条第 4 項の規定に準じて公告するものとする。 

(3) 当社が吸収合併、株式交換又は吸収分割により、担保権の設定されている吸

収合併消滅会社、株式交換完全子会社又は吸収分割会社の転換社債型新株予

約権付社債を承継する場合には、前二号は適用されない。 
11. 本社債の払込金額 額面 100 円につき金 100 円 

12. 担保・保証の有無 本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また本新株予約権付社

債のために特に留保されている資産はない。 
13. 償還金等支払事務

取扱者（償還金等

支払場所） 

日本アセットマーケティング株式会社 管理本部 

14. 本社債の申込期日 平成 26 年 12 月 5 日 
15. 本社債の払込期日 平成 26 年 12 月 12 日 
16. 本新株予約権の割

当日 
平成 26 年 12 月 12 日 

17. 募集の方法 第三者割当ての方法により、株式会社ドンキホーテホールディングスに本新株予

約権付社債の全てを割り当てる。 

18. 払込取扱場所 株式会社みずほ銀行新橋支店 

19. 社債管理者の不設

置 
本新株予約権付社債は、会社法第 702 条但書の要件を充たすものであり、本新株

予約権付社債の管理を行う社債管理者は設置しない。 

20. 社債権者への通知 本要項に基づく本社債権者に対する通知は、社債原簿に記載された住所宛に書面

により行う。 
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21. 社債権者集会に関

する事項 
(1) 本新株予約権付社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開

催日の少なくとも 3 週間前までに本社債の社債権者集会を開く旨及び会社法

第 719 条各号所定の事項を公告又は書面により通知する。 
(2) 本新株予約権付社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 
(3) 本社債の発行価額の総額（償還済みの額を除く）の 10 分の 1 以上を保有す

る本社債権者は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を当社

に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。 

22. 本新株予約権付社

債の譲渡 
本新株予約権付社債の譲渡については当社の取締役会の承認を要する。 

23. 準拠法 日本法 
24. 本新株予約権の内

容 
 

(1) 本社債に付する本

新株予約権の数 
各本社債に付する本新株予約権の数は 1 個とし、合計 250 個の本新株予約権を発

行する｡ 

(2) 本新株予約権の目

的である株式の種

類及びその数の算

定方法 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。本新株予約権 1 個

を行使することにより当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の

有する当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を併せて「交付」

という）する数は、当該行使に係る本社債の払込金額の総額を本項第(5)号記載の

転換価額で除して得られる数とする。この場合に交付する株式の数に 1 株に満た

ない端数がある場合は、その端数に相当する金額は会社法第 283 条に従って現金

をもって支払う。 

(3) 本新株予約権の払

込金額 
本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。 

(4) 本新株予約権の行

使に際して出資さ

れる財産の内容及

びその価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社

債とし、出資される財産の価額は、当該本社債の金額と同額とする。 

(5) 転換価額 ① 各本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通株式の数を算定するに

あたり用いられる当社普通株式 1 株あたりの価額（以下「転換価額」という）

は金 148 円とする。 
② 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号③に掲げる各事由により当社の

発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合

は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という）により転換価額を調

整する。 

調整後 

転換価額 
＝ 

調整前

転換価額
×

既発行普通株式数 ＋
交付普通株式数×1株あたり払込金額

1株あたりの時価 

既発行普通株式数  ＋   交付普通株式数 

③ 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及び

その調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 
(ⅰ) 時価（本号④(ⅱ)に定義される）を下回る払込金額をもって当社普通株

式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（但

し、下記(ⅱ)の場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当

社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付

する場合、及び株式交換、会社分割又は合併により当社普通株式を交付

する場合を除く） 
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、

当該当社普通株式の発行又は当社の有する当社普通株式の処分において

株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株

主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。 
(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当てをする場合 
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調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得す

る株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）

の翌日以降これを適用する。 
(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む）を発行する場合、又は時価を下回る価

額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む）その他の証券若しくは権利を発行する場合 
調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券若し

くは権利（以下「取得請求権付株式等」という）の全てが当初の条件で

取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調

整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日

又は払込期間末日（新株予約権の場合は割当日）の翌日以降、また、当

該発行において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利

を与える株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その効

力発生日）の翌日以降これを適用する。 
(ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発

生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条

件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価

額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合におい

て、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行

使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付する。 

株式数 ＝ 

調整前 

転換価額
－

調整後 

転換価額
× 

調整前転換価額により当該期間内に交

付された当社普通株式数 

調整後転換価額 

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調

整は行わない。 
④ (ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、

小数第 2 位を切り捨てる。 
(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に

先立つ45 取引日目に始まる30 取引日（当社普通株式に関し終値のない

日数を除く）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値の単純平均値とする。 
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位
を切り捨てる。 

(ⅲ) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は株主に割当てを受ける権利

を与えるための基準日がある場合はその日、また、それ以外の場合は、

調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普

通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し

た数とする。 
(ⅳ) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額

が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。

但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出す

る場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価

額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 
⑤ 本号③の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な転換価額の調整を行う。 
(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために転換価

額の調整を必要とするとき。 
(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由
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の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 
(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基

づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事

由による影響を考慮する必要があるとき。 
⑥ 本号③乃至⑤により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びそ

の適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、

適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

降すみやかにこれを行う。 

(6) 本新株予約権を行

使することができ

る期間 

本新株予約権者は、平成 26 年 12 月 15 日から平成 33 年 12 月 14 日までの間（以

下「行使可能期間」という）、いつでも本新株予約権を行使することができる。

ただし、行使可能期間は、①当社が第 7 項第(2)号乃至第(4)号に基づき本社債を繰

上償還する場合は、償還日の前営業日まで、②当社が第 8 項に基づき本社債を買

入消却する場合は、消却日の前営業日まで、③当社が第 9 項に基づき本社債につ

き期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時までとする（償還日

において償還されなかった場合又は消却日において消却されなかった場合はこの

限りではない。）。上記いずれの場合も、平成 33 年 12 月 14 日から後は本新株予

約権を行使することはできない。行使可能期間の 終日が当社の営業日以外の日

に当たるときは、その前営業日にこれを繰り上げる。 

(7) 本新株予約権の行

使の条件 
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(8) 本新株予約権の譲

渡 
本新株予約権の譲渡については当社の取締役会の承認を要する。 

(9)本新株予約権の行

使により株式を発

行する場合におけ

る増加する資本金

及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計

算規則第 17 条第 1 項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に

0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を

切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増

加する資本金の額を減じた額とする。 

(10)行使請求受付場所 日本アセットマーケティング株式会社 管理本部 

(11)新株予約権の行使

請求の方法 
① 行使請求しようとする本新株予約権付社債権者は、当社の定める行使請求書

に、行使する本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、新株予約権

を行使する年月日等を記載してこれに記名捺印し、行使する本新株予約権に

係る本社債の保有者である旨を証明する書面を社債原簿管理人に提出し、社

債原簿管理人による確認を受けた上、行使請求期間中に行使請求受付場所に

提出しなければならない。 
② 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類が到達した後、本新株予約権

者は、これを撤回することができない。 

(12)行使請求の効力 本新株予約権の行使請求の効力は、本項第(11)号に従い行使に要する書類が行使

請求受付場所に到達した日に発生する。本新株予約権の行使の効力が発生したと

きは、当該本新株予約権にかかる本社債について弁済期が到来するものとする。

(13)株式の交付方法 当社は、行使の効力発生後、当該行使に係る本新株予約権付社債権者に対し、当

該本新株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口

座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

(14)本新株予約権と引

換えに金銭の払込

を要しないことと

する理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債か

らの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係

る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮

し、また、本新株予約権の価値と本社債の利率（0.0％）、発行価額等のその他

の発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換

えに金銭の払込みを要しないものとした。 
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(15)組織再編行為の際

の取扱い 
① 当社が組織再編行為を行うときは、当社は、組織再編行為の効力発生日の直

前の時点において本新株予約権を保有する本新株予約権者に対し、会社法第

236 条第 1 項第 8 号イ乃至ホに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う）の新株予約権を本号②に定める条件に基づきそれぞれ交付する。この場

合においては、残存する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株

予約権を発行するものとし、本社債に係る債務は再編対象会社に承継され

る。但し、本号②に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す

る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 
② 本号①の場合における条件は以下のとおりとする。 

イ. 交付する再編対象会社の新株予約権（以下「承継新株予約権」という）の

数 
組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権者が保有す

る本新株予約権の数と同一の数とする。 
ロ. 承継新株予約権の目的である株式の種類 

承継新株予約権の目的となる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とす

る。 
ハ. 承継新株予約権の目的である株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、本項第(2)号に準じて決定する。 
ニ.  承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

各承継新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該各承継新株予約

権に係る各社債とし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額は、当該各社債の金額と同額とする。 
ホ.  承継新株予約権を行使することができる期間 

承継新株予約権を行使することができる期間は、本項第(6)号に定める期間

の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本項第(6)号
に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 

ヘ.  承継新株予約権の行使の条件 
承継新株予約権の行使の条件は、本項第(7)号の定めに準じて、組織再編行

為の際に当社取締役会で定める。 
ト.  承継新株予約権の取得事由 

承継新株予約権の取得事由は定めない。 
チ.  譲渡による承継新株予約権の取得の制限 

譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承

認を要する。 
リ.  承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本

金及び資本準備金に関する事項 
本項第(9)号に準じて決定する。 

25. その他 (1) 会社法その他法律の改正等により、本要項の規定中、読み替えその他の措置

が必要となる場合には、当社は必要な措置を講ずる。 
(2) 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法による届出の効力発

生を条件とする。 
(3) その他本新株予約権付社債発行に関して必要な事項は、当社の代表取締役社

長に一任する。 
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日本アセットマーケティング株式会社 第 5 回新株予約権 

発行要項 

 

1. 新株予約権の名称 日本アセットマーケティング株式会社 第 5 回新株予約権（以下「本新株予約

権」という） 
2. 本新株予約権の払込

金額の総額 
10,048,050,000 円 

3. 本新株予約権の数 675 個 
4. 申込期日 平成 26 年 12 月 5 日 
5. 割当日及び払込期日 平成 26 年 12 月 12 日 
6. 募集の方法 第三者割当ての方法により、株式会社ドンキホーテホールディングスに本新株予

約権の全てを割り当てる。 
7. 本新株予約権の内容  
(1) 本新株予約権の目的

である株式の種類及

びその数 

① 本新株予約権の目的である株式の種類及び数は当社普通株式 67,500,000 株と

し、本新株予約権 1 個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」とい

う）は、普通株式 100,000 株とする。但し、本(1)号②及び③により付与株式数

が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後付与株

式数に応じて調整されるものとする。 
② 第(3)号に従って行使価額（本 7 項第(2)号において定義される。以下同じ。）の調

整を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整されるものとする（但し、

調整後付与株式数を求める際、1 株に満たない端数がある場合にはこれを切り捨

てるものとする）。 

                   調整前行使価額 
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 

                   調整後行使価額 

③ 調整後付与株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第(3)号③及び⑤による行

使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とす

る。  

④ 付与株式数の調整を行うときは、当社は、調整後付与株式数の適用開始日の前

日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整

前付与株式数、調整後付与株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面

で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場

合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 
(2) 本新株予約権の行使

に際して出資される

財産の内容及びその

価額 

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭とし、その価額は、本新株

予約権 1 個あたりの行使により交付を受けることができる当社普通株式 1 株あた

りの払込金額（以下「行使価額」という）に、付与株式数を乗じた額とする。 
 

(3)行使価額 ① 行使価額は 1 株あたり金 148 円とする。 
② 当社は、本新株予約権の発行後、本(3)号③に掲げる各事由により当社の発行済

普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定

める算式（以下「行使価額調整式」という）により行使価額を調整する。 

    新発行・ 
処分株式数 

× 1 株あたりの 
払込金額 

調整後 
行使価額 

＝ 調整前 
行使価額

×

既発行株
式数 

＋
1株あたりの時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数

③ 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整

後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 



28 
 

(ⅰ) 時価（本(3)号④(ⅱ)に定義される）を下回る払込金額をもって当社普通株式

を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合（但し、下

記(ⅱ)の場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の行

使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交

付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式

交換、会社分割又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く） 
調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該

当社普通株式の発行又は当社の有する当社普通株式の処分において株主に株

式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるた

めの基準日の翌日以降これを適用する。 
(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当てをする場合 

調整後の行使価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株

主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以

降これを適用する。 
(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付

株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む）を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む）その他の証券若しくは権利を発行する場合 
調整後の行使価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券若しくは

権利（以下「取得請求権付株式等」という）の全てが当初の条件で取得又は

行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用し

て算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日

（新株予約権の場合は割当日）の翌日以降、また、当該発行において株主に

割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるため

の基準日（基準日を定めない場合は、その効力発生日）の翌日以降これを適

用する。 
(ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が

当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件として

いるときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承

認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の

翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約

権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

株式数 ＝ 

調整前 

行使価額
－

調整後 

行使価額
×

調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額 

この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は

行わない。 
④(ⅰ) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数

第 2 位を切り捨てる。 
(ⅱ) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ

45 取引日目に始まる 30 取引日（当社普通株式に関し終値のない日数を除

く）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単

純平均値とする。 
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2 位を

切り捨てる。 
(ⅲ) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与

えるための基準日がある場合はその日、また、それ以外の場合は、調整後の

行使価額を適用する日の 1 か月前の日における当社の発行済普通株式数か

ら、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。 
(ⅳ) 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が 1 円
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未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に

行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使

価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差

引いた額を使用するものとする。 
⑤ 本(3)号③の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な行使価額の調整を行う。 
(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために行使価額の調

整を必要とするとき。 
(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生

により行使価額の調整を必要とするとき。 
(ⅲ) 行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 
⑥ 本(3)号③乃至⑤により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面

によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその

適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前

日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこ

れを行う。 
(4)本新株予約権を行使す

ることができる期間 
本新株予約権者は、平成 27 年 7 月 1 日から平成 33 年 12 月 14 日までの間（以下

「行使可能期間」という）、いつでも本新株予約権を行使することができる。行使

可能期間の 終日が当社の営業日以外の日に当たるときは、その前営業日にこれ

を繰り上げる。 
(5)本新株予約権の行使の

条件 
各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(6)本新株予約権の取得事

由 
当社は、本新株予約権の発行後、当社取締役会が本新株予約権を取得する決議を

したときには、本新株予約権の全部を発行価格によって取得することができる｡こ

の場合、当社は、当該決議後、本新株予約権の取得日の 2 週間前までにあらかじ

め書面により本新株予約権者に対して事前通知するものとする。 

(7) 本新株予約権の譲 

渡 
本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要する。 

(8)本新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合における増加す

る資本金及び資本準

備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計

算規則第 17 条第 1 項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に

0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切

り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加

する資本金の額を減じた額とする。 
(9)合併、吸収分割、新設

分割、株式交換及び

株式移転の際の取扱

い 

① 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、

株式交換又は株式移転（以下これらを総称して「組織再編行為」という）を

行うときは、当社は、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新

株予約権を保有する本新株予約権者に対し、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イ

乃至ホに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という）の新株予約権を本

(9)号②に定める条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存

する本新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を発行するも

のとする。但し、本(9)号②に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計

画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 
② 本(9)号①の場合における条件は以下のとおりとする。 
イ. 交付する再編対象会社の新株予約権（以下「承継新株予約権」という）の数 

組織再編行為の効力発生日の直前の時点において本新株予約権者が保有する

本新株予約権の数と同一の数とする。 
ロ. 承継新株予約権の目的である株式の種類 

承継新株予約権の目的となる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とす

る。 
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ハ. 承継新株予約権の目的である株式の数 
組織再編行為の条件等を勘案の上、本 7 項第(1)号に準じて決定する。 

ニ. 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 
承継新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭とし、その価額は、

組織再編行為の条件等を勘案の上調整した組織再編行為後の行使価額に本(9)
号②ハに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式

の数を乗じて得られる金額とする。但し、本新株予約権の当初の行使価額を

上限とする。 
ホ. 承継新株予約権を行使することができる期間 

承継新株予約権を行使することができる期間は、行使可能期間の開始日と組

織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、行使可能期間の満了日まで

とする。 
ヘ. 承継新株予約権の行使の条件及び取得事由 

承継新株予約権の行使の条件及び取得事由は、本 7 項第(5)号及び第(6)号の定

めに準じて、組織再編行為の際に当社取締役会で定める。 
ト. 譲渡による承継新株予約権の取得の制限 

譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社取締役会の承認

を要する。 
チ. 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及

び資本準備金に関する事項 
本 7 項第(8)号に準じて決定する。 

(10)新株予約権証券の発

行の有無 
本新株予約権については、新株予約権証券を発行しないものとする。 

8. 新株予約権の行使に

関する特約 
① 行使可能期間中のいずれかの日において、株式会社東京証券取引所におけ

る当社の普通株式の普通取引の終値が行使価額を上回った場合、当社は、

行使可能期間において、行使すべき本新株予約権の数を指定したうえで、

当社の指定する様式の書面を本新株予約権者に提出することにより、本新

株予約権を行使するべき旨を指示（以下「行使指示」という）することが

でき、当社が行使指示を行った場合、本新株予約権者は、行使指示が行わ

れた日から 10 取引日以内に、行使指示に従って、行使指示において指定さ

れた数の本新株予約権を行使しなければならないものとする。 
② 本新株予約権者は、その保有する本新株予約権を行使すること（但し、当

社による行使指示に従って本新株予約権を行使する場合を除く。）を希望す

る場合、行使可能期間中、行使を希望する本新株予約権の数を指定したう

えで、当社の指定する様式の書面を当社に提出することにより、本新株予

約権の行使の許可（以下「行使許可」という。）を申請（以下「行使許可申

請」という。）をしなければならず、当社から書面による行使許可を受領し

た場合、本新株予約権者は、行使許可を受領した日から 10 取引日以内に限

り、行使許可に従って、行使許可において指定された数の範囲内で本新株

予約権を行使することができるものとする。 
③ 本新株予約権者は、当社による行使指示に従って本新株予約権を行使する

場合、及び、当社の行使許可を得た上で当該行使許可に従って本新株予約

権を行使する場合を除き、本新株予約権を行使することができないものと

する。 

9. 行使請求受付場所 日本アセットマーケティング株式会社 管理本部 

10. 新株予約権の行使請

求の方法 
(1) 行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、行使する

本新株予約権を表示し、新株予約権を行使する年月日等を記載してこれに記名捺

印し、行使する本新株予約権の保有者である旨を証明する書面を新株予約権原簿

管理人に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使

価額を乗じた金額（以下「出資金総額」という）を現金にて払込取扱場所の当社

が指定する口座（以下「指定口座」という）に振り込むものとする。 
(2) 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類が到達した後、本新株予約権者
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は、これを撤回することができない。 
11. 行使請求の効力 本新株予約権の行使請求の効力は、第 10 項に従い行使に要する書類が行使請求受

付場所に到達し、かつ、当該本新株予約権の行使に係る出資金総額が指定口座に

入金された時に発生する。 

12. 行使の効力発生 当社は、行使の効力発生後、当該行使にかかる本新株予約権者に対し、当該本新

株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に

振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

13. 各新株予約権の払込

金額 
本新株予約権 1 個あたりの払込金額は金 86,000 円とする。 

14. 本新株予約権の行使

に係る払込取扱場所 
株式会社みずほ銀行新橋支店 

15. 本新株予約権の発行

に係る払込取扱場所 
株式会社みずほ銀行新橋支店 

16. その他 (1) 会社法その他法律の改正等により、本要項の規定中、読み替えその他の措置が必

要となる場合には、当社は必要な措置を講ずる。 
(2) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件と

する。 
(3) その他本新株予約権発行に関して必要な事項は、当社の代表取締役社長に一任す

る。 
 

以上 

 

 


